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 申請者が次に掲げる要件をすべて満たす者であること 
 
 ・漁業協同組合又は漁業協同組合連合会であること 
 ・当該団体漁業権が免許された際に当該団体漁業権の関係地区内に住所を有し当該漁業を営む者であった者を組合員又は会員である
漁業協同組合の組合員に含んでいること 
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